
   防府市上下水道局建設コンサルタント業務等の前金払実施要領 

                       令和５年２月１７日制定  

 （趣旨） 

第１条 この要領は、防府市上下水道局が発注する測量業務、建築関係建設コ

ンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補

償関係コンサルタント業務（以下総称して「建設コンサルタント業務等」と

いう。）の前金払の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 （対象業務） 

第２条 前金払の対象は、委託料の額が３００万円以上の建設コンサルタント

業務等とする。 

 （前払金の額） 

第３条 前払金の額は、委託料の額の１０分の３以内とする。 

２ 前項の場合において、算定して得た額に１０万円未満の端数があるときは、 

 これを切り捨てるものとする。 

 （請求手続き等） 

第４条 前金払を受けようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法

律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社と同

条第５項に規定する保証契約を締結しなければならない。 

２ 前金払を受けようとする者は、前金払支払請求書に、前項に規定する保証

契約に係る保証証書を添付して、防府市上下水道事業管理者に提出しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定による提出があったときは、適法な請求を受けた日から起算し

て１４日以内に前金払をするものとする。 

 （委託料の額の変更による措置） 

第５条 前金払を行った後、設計変更等の理由により委託料の額を変更した場

合の取扱いは、次のとおりとする。 

 (１) 委託料の額が著しく増額した場合、その増額後の委託料の額の１０分

の３から支払済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前

金払を行うことができる。この場合においては、第３条第２項及び前条の

規定を準用する。 



 (２) 委託料の額が減額した場合、支払済みの前払金の額が減額後の委託料

の額の１０分の５を超えるときは、その超過額を期限を定めて返還させる

ものとする。この場合において、超過額を返還させることが前払金の使用

状況からみて著しく不適当であると認められるときは、返還すべき金額を

請負者と協議して定めるものとする。 

２ 前項第２号の規定により前払金を返還すべき者が、同項の期間内に返還し

なかったときは、当該期間を経過した日から返還をするまでの期間に応じ、

未返還の金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第

２５６号）第８条第１項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した

金額を遅延利息として請求するものとする。 

 （その他） 

第６条 建設コンサルタント業務等の前金払の取り扱いについては、この要領

に定めるもののほか、業務委託契約約款の規定によるものとする。 

   附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 


